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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成22年11月25日(2010.11.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材上に接着材により固着される単一層の砥粒が、前記接着材から被研磨体に当接する
部分を露出させると共にその先端部を同一平面状に揃えてなる研磨シートの製造方法であ
って、
　仮基材上に前記砥粒の平均粒子径より小さい数値の厚さからなる仮固着材の膜を形成す
る第１の工程と、
　前記砥粒を前記仮基材上に接するように前記仮固着材の膜に散布する第２の工程と、
　接着材が塗布された基板を、該接着材を前記砥粒に向けて圧接する第３の工程と、
　圧接された前記接着材を硬化させる第４の工程と、
　前記接着材の硬化後に、前記仮基材を剥離しさらに前記仮固着材の膜を除去する第５の
工程と、
を備えてなり、
　前記仮固着材の膜に散布する砥粒は、同一極性に帯電されてなる、
ことを特徴とする研磨シートの製造方法。
【請求項２】
　前記仮固着材の膜の厚さは、前記砥粒の平均粒子径の１／１０～２／３の範囲にあるこ
とを特徴とする請求項２に記載の研磨シートの製造方法。
【請求項３】
　前記仮基板をアース電位として、前記同一極性に帯電された前記砥粒を前記仮基板上の
仮固着材の膜に散布することで、前記砥粒が相互に離間されると共に前記仮基材に接する
ことを特徴とする請求項１に記載の研磨シートの製造方法。
【請求項４】
　前記砥粒の同一極性に帯電される電位が１～５０ｋＶの範囲であることを特徴とする請
求項３に記載の研磨シートの製造方法。
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【請求項５】
　前記仮基材上に形成される仮固着材の膜が、水溶性あるいは有機酸水溶性の膜であるこ
とを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記載の研磨シートの製造方法。
【請求項６】
　前記水溶性あるいは有機酸水溶性の膜が、多糖類、のり、澱粉、キチン、キトサンであ
ることを特徴とする請求項５に記載の研磨シートの製造方法。
【請求項７】
　前記水溶性膜がグリコーゲン、セルロース，デキストラン、デキストリン、ポリビニル
アルコール、植物から生成した澱粉であることを特徴とする請求項６に記載の研磨シート
の製造方法。
【請求項８】
　前記同一極性に帯電された砥粒を前記仮固着材の膜に散布する、散布装置の容器内壁を
前記砥粒と同一極性に帯電させることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか一項に記
載の研磨シートの製造方法。
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